
見た人が「枝幸町はここにあるんだ」「豊かな森と海の町・枝幸」と認知してもらい、
『オホーツク枝幸』という名称を広く知っていただくためのマークです。

【ロゴマーク誕生】
枝幸町合併１０周年を記念し、ふるさと枝幸町への愛着を深めるシンボルとして、また『オホーツク
枝幸』の名称を広くＰＲするためのロゴマークが町民の応募や投票を経て平成2８年8月に誕生いた
しました

【ロゴマークの意匠】
枝幸町は漁業、酪農業、林業が基幹産業であります。特に漁業はオホーツク海がもたらす流氷に運ば
れてきたプランクトンによって良質な栄養を蓄えた「毛ガニ」と「ホタテ」、海の恵みをたっぷり受
けて育てられた「サケ」が主力です。
デザインは、質・量・漁獲高も有数である「ホタテ」で枝幸町の場所を表し、漁業に恵まれたオホー
ツクの青い波にのってきたのは、日本一の水揚げを誇る「毛ガニ」。酪農・林業を育む豊かな山々や
森林がしっかりと支えていることを表しています。

≪カラー（中白色有）≫ ≪カラー（中白色無）≫

◆基本的な表示◆

・提供したデータをそのまま使用し、色の変更はしないでください。
・縦横比を変更しないでください。縦横比を変えずに全体のサイズを変更する
ことは可能です。

・ロゴマーク内にデザイン以外の図や文字を入れることを禁じます。
・背景に図柄がある又は背景色が濃い等の理由でマークが見えなくなる場合は、
白ベタを敷いて下さい。

ロゴマークの基本カラーは次の通りです。

≪モノクロ（中白色有）≫ ≪モノクロ（中白色無）≫



◆使用にあたっての遵守事項◆
ロゴマーク使用にあたっては、申請不要でお使いいただけます。
以下の事項を遵守してください。
（１）ロゴマーク意匠を理解し、「オホーツク枝幸」の名称推進及び枝幸町のＰＲ、観光誘客、

産業発展を目的として使用すること
（２）本マニュアルで定めた色、縦横比、形等を正しく使用すること
（３）著作権、商標権等の知的財産権を取得しないこと

◆使用の取消◆
枝幸町は、次の各項目いずれかに該当する場合には、使用の取消しを命じ、使用者に対して
是正や回収等の措置を求めることができます。使用者は使用取消を命じられた場合、取消の日
から使用できないものとします。
（１）本マニュアルに反したロゴマークの使用、変形をおこなったとき
（２）枝幸町の品位を傷つけたとき、又は傷つけるおそれがあるとき
（３）枝幸町が所有する著作権法及び商標法に定める権利を侵害したとき又は侵害する恐れが

あるとき

◆使用に起因する問題◆
枝幸町は、前項の規定による使用取消により使用者に生じた損害について、一切の責任を
負いません。ロゴマークの使用について、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、損害
賠償を請求することがあります。

◆ロゴマークデータの提供◆
枝幸町観光協会ＨＰからダウンロードして頂くことができます。
インターネット環境がなくロゴマークデータの提供希望する方は、下記までお問い合せお願い
いたします。

【枝幸町観光協会】 ０１６3-62-1205
kanitown@esashi-kankou.com

オホーツク枝幸ロゴマーク マニュアル 制定 平成２９年４月12日

≪使用不可例≫
・色の変更 ・縦横比変更 ・図や文字重ね ・マークが見づらい背景


